
 

道路の整備促進に必要な財源の確保に関する意見書 

 

 道路は、地域経済の活性化を図るうえで基礎的かつ重要な社会基盤であり、その

整備は、府民の安全で安心な暮らしを守るとともに、地域創生の実現を推進するた

めに必要不可欠である。 

 京都府では、平成29年４月に新名神高速道路の城陽・八幡京田辺間が開通し、府

域の背骨となる高速道路がつながり、さらに平成35年度には新名神高速道路が全線

開通する予定であるが、未だに事業化が図られていないミッシングリンク区間が残

っている。また、整備された高速道路の効果を府全域にもたらすため、幹線道路か

ら生活道路までの整備を早期に実施する必要がある。さらには、老朽化が進む道路

施設の計画的な維持管理や、大規模地震等の災害に対する防災・減災対策も喫緊の

課題となっている。 

 こうした中、「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律（以下「道

路財特法」という。）」の規定による補助率等の嵩上げ措置については、平成29年

度までの時限措置となっており、この措置が廃止され補助率が低減されることによ

り、道路整備の推進や、災害への対策等に支障をきたすことが危惧される。 

 ついては、国におかれては、地方における迅速かつ着実な道路整備や適切な維持

管理を推進するため、次の事項について、強く要望する。 

 

１ 国民の安全・安心の確保や生産性の向上等による成長力の強化等のために必要

な道路の着実な整備及び道路施設の計画的な維持管理を推進できるよう、平成30

年度当初予算において所要額を確保するとともに、平成29年度補正予算を編成し、

必要な予算を確保すること。 

２ 道路財特法の規定による補助率等の嵩上げ措置について、平成30年度以降も継

続することを基本としつつ、地域の財政状況等を考慮したさらなる引上げ措置を

講ずること。 

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
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